
■原水及び浴槽水の水質基準及び検査頻度

公衆浴場法施行細則第５条及び旅館業法施行細則第10条

原水検査 6項目（原水、原湯、上り用水、上り用湯）

項　　　　　　目 単　位 水質基準 検査頻度

1 色度 度 5 以下

3 濁度 度 2 以下 水道水を用いない原水

2 ｐＨ値 - 5.8以上8.6以下

4
有機物等

（過マンガン酸カリウム消費量）
mg/L 10 以下 年１回以上

5 大腸菌群 - 検出されないこと

6 レジオネラ属菌
CFU/
100mL

10未満

浴槽水検査 ４項目

項　　　　　　目 単　位 水質基準 検査頻度

1 濁度 度 5 以下 毎日完全換水型　　年１回以上

2
有機物等

（過マンガン酸カリウム消費量）
mg/L 25 以下

連続使用型

3 大腸菌群 個/mL 1 以下

4 レジオネラ属菌
CFU/
100mL

10未満

塩素消毒･･･････ 年２回以上
塩素消毒以外･･･年４回以上

＊１から４の検査項目については原水の性質上基準に適合させることができない場合、衛生上危
害が生じる恐れのないときは水質基準を適用しないことができる。

＊１及び２の検査項目については原水の性質上基準に適合させることができない場合、衛生上危
害が生じる恐れのないときは水質基準を適用しないことができる。


